
 
 

「川崎市地域日本語教育推進方針（案）」に関する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

 
１ 概要 

  本市では、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、

人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現に向

けて取組を進めてきました。  
  今回、近年の国における法律の制定・改正といった動向等、社会状況の変化、外国人市民の

増加などを踏まえ、「多文化共生社会」の実現に向けて、本市における外国人等への日本語教育

に関する取組を総合的かつ効果的に推進するため、その基本的な考え方や方向性を示すものと

して「川崎市地域日本語教育推進方針（案）」を取りまとめ、市民の皆様の御意見を募集いたし

ました。 
 その結果、２４通（意見総数６３件）の御意見をいただきましたので、その内容と市の考え

方を次のとおり公表します。 

 
２ 意見募集の概要 

題名 川崎市地域日本語教育推進方針（案）に関する意見募集について 
意見の募集期間 令和５年１１月２７日（月）から令和５年１２月２７日（水）まで 
意見の提出方法 電子メール、ファクス、郵送、持参 
募集の周知方法 ・市政だより（令和５年１２月１日号掲載） 

・市ホームページ 
・かわさき情報プラザ（市役所本庁舎２階） 
・各区役所・支所及び出張所（閲覧コーナー） 
・各市民館、図書館（分館を含む）、川崎市国際交流センター 
・市民文化局市民生活部多文化共生推進課事務室 

結果の公表方法 ・市ホームページ 
・かわさき情報プラザ（市役所本庁舎２階） 
・各区役所・支所及び出張所（閲覧コーナー） 
・各市民館、図書館（分館を含む）、川崎市国際交流センター 
・市民文化局市民生活部多文化共生推進課事務室 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見数）  ２４通（６３件） 
（内訳） 電子メール   ２２通（５５件） 

 ファクス    ２通（ ８件） 

 郵送    ０通（ ０件） 

 持参    ０通（ ０件） 

  



 
 

４ 意見の内容と対応 

パブリックコメント手続では、今回策定する本方針（案）の考え方に賛同する御意見のほか、

「Ⅱ 施策の方向性と取組内容」の「１ 日本語教育の機会の拡充等」に関して、「外国につなが

る幼児、児童、生徒等に対する日本語教育」における「施策の取組内容」での文言修正を求め

る御意見、外国につながる幼児、児童、生徒等のそれぞれに対して更なる取組や支援の充実を

求める御意見、外国人労働者に対する日本語教育に関する御意見・御要望が寄せられました。 
こうした御意見を踏まえ、「施策の取組内容」について文言を修正するとともに、外国人住民

人口の統計数値など必要な時点修正を行った上で、「川崎市地域日本語教育推進方針」を策定し

ます。 

【御意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、案に反映させるもの 
Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

   Ｃ：今後の施策を進めていく上で参考とするもの 
   Ｄ：案に関する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するもの 
   Ｅ：その他 

【御意見の件数と対応区分】 

 
具体的な御意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

方針全般に関すること  ８ １ １  １０ 

Ⅰ 方針の趣旨       

 １ 策定の背景と趣旨    ２  ２ 

２ 現状と課題  ２ ２ ２  ６ 

３ 方針策定までの経過       

４ 方針の基本的な考え方       

Ⅱ 施策の方向性と取組内容       

 １ 日本語教育の機会の拡充等 １ ７ １４ ４  ２６ 

２ 各主体との連携  ２ １   ３ 

３ 地域社会との連携  １ ３   ４ 

４ 日本語教育に関わる者の能力及び 
  資質の向上等 

  ２   ２ 

５ 日本語教育に関する情報の提供等  ２    ２ 

６ 推進体制の整備  ４ ２ １  ７ 

その他     １ １ 

合計 １ ２６ ２５ １０ １ ６３ 



 
 

５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）方針全般に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

これから外国語しか話せない市民

が、増えることが想定される。そのよ

うな方たちに対する日本語教育につ

いて、方針を定め、きちんと施策を行

うことは大変大切なことだと考える。

日本語を話せない市民がコミュニテ

ィのなかで、取り残されることは、今

後様々な問題を生じる可能性を持っ

ている。今後も川崎市の方針を応援し

たい。 （同趣旨他６件） 

本方針は「多文化共生社会」実現に

向けて、地域日本語教育について、本

市の実状に応じた取組を総合的かつ

効果的に推進するために、その基本的

な考え方や方向性を示すものとして

策定をするものです。 

本方針に基づき、地域日本語教育の

総合的な体制づくりに向けた取組を

推進してまいります。 

Ｂ 

２ 

本方針案を策定するに当たり、国の

方針だけでなく、川崎市内で 2023 年

に実態調査を行った上で策定したこ

とは、現場のニーズや声をより反映さ

せることができ、素晴らしいと思う

が、一方で、言語的な事情や個々人の

事情から、アンケートに回答できな

い、より支援が必要な外国人層がいる

ことに留意いただきたい。 

今回の方針策定に向けて、本市にお

ける日本語教育に関する実態及び課

題を改めて整理するため、実態調査を

行いました。今後、方針に基づく地域

日本語教育の総合的な体制づくりに

向けた取組を推進するのに当たり、日

本語教育に関する外国人市民の多様

なニーズを把握するとともに実情に

応じた総合的かつ効果的な取組を進

めてまいります。 

Ｂ 

３ 

日本語教室という存在を通して、取

り残されている人がいないかを常に

確認することは、重要であると思う。

アンケートにも、少し高度なことを学

びたいという人もいるが、あくまで超

初級日本語に徹して、数を増やし、と

にかく広く浅く長く続けていくほう

に、振り切ってみてもよいのではない

か。高度な日本語や専門的な知識は、

YouTube で学んでくださいとすれば

よいのではないか。 

日本語教室を通じた現状の把握や

外国人市民の多様なニーズに対応す

る様々な学習機会の拡充を図るため、

日本語を初めて学ぶ人（ゼロビギナ

ー）に適した学習方法・学習形態の提

供やＩＣＴを活用した学習機会の提

供など方針に基づく取組を進めてい

く中で、参考とさせていただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

４ 

本資料についてはルビを振るなど、

日本語が不自由な方への配慮がなか

った。「学習者が地域社会に参加しや

すくなるよう、環境の整備に努めま

す。」と基本理念を掲げているにもか

かわらず、教育を受ける側の意見を取

り入れないということはフェアなパ

ブリックコメントではないように思

う。もちろん、事前にアンケートを実

施しているが、広く募集を行うという

点においてはパブリックコメントに

ついても障壁が低い方がよいと考え

る。 

本方針は、本市における地域日本語

教育に関する実態及び課題を改めて

整理し、実状に応じた取組を総合的か

つ効果的に推進するためにその基本

的な考え方や方向性をお示ししてい

ます。 

今後、方針に基づく地域日本語教育

の総合的な体制づくりに向けた取組

を推進するため、日本語教育に関する

外国人市民の多様なニーズや実情を

把握していくのに当たり、やさしい日

本語・ルビ付き日本語に配慮した対応

についても検討させていただきます。 

Ｄ 

 

（２）Ⅰ 方針の趣旨（１～４）に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

今回、日本語識字学級、学習支援事

業など、総合的な実態調査が行われた

ことは大きな意義がある。ただし、川

崎市全７区において、工業地帯に隣接

する川崎区の外国人市民は全市の約

40％が在住しており、初期の日本語教

育を十分に受けられず、とりわけ日本

語の読み書きの習得機会がないこと

から、各区の状況に基づいた分折と政

策の方向性が必要と考える。 

本市での地域日本語教育について

は、「Ⅱ１（５）地域における日本語

教育」における「現状と課題」に記載

のとおり、より多くの外国人市民の多

様なニーズに対応する日本語学習の

機会の提供に向けて、区ごとの特性に

応じた日本語を学べる場の充実に向

けた取組が必要であると考えており

ますので、今後、策定した本方針に基

づき地域日本語教育の総合的な体制

づくりに向けた取組を推進してまい

ります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

２ 

今回の調査では、新たな課題、具体

的なキャリア支援に向けた日本語教

育の必要性が学習者からも企業から

も明らかになった。こうした課題をど

のように推進するか、どのように事業

化するかの各担当部局の関わり、連携

体制が必須である。 

連携体制については、「Ⅱ６ 推進体

制の整備」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

取組を進めていくのに当たり、総合調

整会議の設置・運営し、関係部署も含

めた各主体との分野横断的な連携・協

力を図っていくことが重要であると

考えておりますので、今後、策定した

本方針に基づく地域日本語教育の総

合的な体制づくりに向けた取組を推

進してまいります。 

Ｂ 

３ 

アンケート調査【地域の日本語教

室】での学習者のニーズにおける回答 
＜「学習内容を変えて欲しい」につい

て＞ 
どのぐらいの日本語レベルの外国

人の方が、何から何へ内容を変えて欲

しいのか気になった。日本語上級レベ

ルの方がより専門性のある日本語を

学びたいのであろうか。 

本方針の策定に当たって実施した

実態調査からは、学習者のニーズの多

様化が課題として見えてきました。 

今後、策定した方針に基づき、より

多くの外国人市民の多様なニーズに

対応する日本語学習の機会や情報の

提供に向けた取組を進めていく中で、

外国人市民の日本語学習に関するニ

ーズを把握するための調査に向けた

検討の際に参考とさせていただきま

す。 

Ｃ 

４ 

地域の場における「こどもの学習支

援」と「相談・居場所づくり」が総合

的に進められる体制づくりが急がれ

る。 

地域の場における「こどもの学習支

援」と「相談・居場所づくり」の総合

的な体制づくりについては、「Ⅱ１

（１）外国につながる幼児、児童、生

徒等に対する日本語教育」の「施策の

取組内容」に記載のとおり、外国につ

ながる児童、生徒等に対して、生活に

必要な日本語、学習に必要な日本語の

習得支援及び学習支援の充実を図る

とともに、外国につながる児童、生徒

等の多様なニーズに対応した相談・支

援の場の充実に努めていく中で、関係

部署等と調整を図りながら検討する

際の参考とさせていただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

５ 

2023 年３月には公布されている川

崎市・日本語学習活動の指針の改定版

の上位に位置するものと理解するが、

資料の体系を最初に提示した方が分

かりやすいのではないか。 

行政における関係施策の位置付け

につきましては、御意見の指針と本方

針が上位下位の関係にあるものでは

なく、川崎市ふれあい館、教育文化会

館・市民館で行われている識字・日本

語学級を含むものとして、本市におけ

る地域日本語教育に関して実状に応

じた取組を総合的かつ効果的に推進

するために、その基本的な考え方や方

向性をお示ししているものです。 

Ｄ 

６ 

国の「日本語教育の推進に関する法

律」に沿って、川崎市も地方公共団体

の責務とされている地域の状況に応

じた施策の策定がされることは、とて

も素晴らしいことだと思う。全体的な

構成内容などは、国の基本的な方針に

沿ったもので、概ね、理解できる方向

性にあると思うが、「１ 策定の背景と

趣旨」については、川崎市のこれまで

の外国人市民施策（特に地域日本語教

育）の歩みを随分と簡略化しているの

ではないかと思った。 

本市では、国籍や民族、文化の違い

を豊かさとして生かし、すべての人が

互いに認め合い、人権が尊重され、自

立した市民として共に暮らすことが

できる「多文化共生社会」の実現に向

けて取組を進めてまいりました。   

本方針の「１ 策定の背景と趣旨」

につきましては、本市のおける外国人

市民の現状、近年の国における出入国

管理をめぐる法律改正を含む情勢の

変化や日本語教育に関する動向等、外

国人市民への日本語教育を含めて総

合的に主なものを経過とともに取り

まとめて記載しているものでござい

ます。 

御意見をいただいたこれまでの本

市の取組や歩みも踏まえながら、「多

文化共生社会」の実現に向けて、本方

針に基づき、地域日本語教育の総合的

な体制づくりに向けた取組を推進し

てまいります。 

Ｄ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

７ 

「行政に期待すること」というヒア

リング結果もあるが、結果数が少なく

全体の意見を反映しているとは考え

られない。市民の声を取り入れるよう

な体裁にされた方がよいと考える。 

本方針は「多文化共生社会」実現に

向けて、地域日本語教育について、本

市の実状に応じた取組を総合的かつ

効果的に推進するために、その基本的

な考え方や方向性を示すものとして

策定をするものです。 

今後、策定した本方針に基づき、行

政に期待することなど、外国人市民の

日本語学習に関するニーズを把握す

るため、今回の実態調査結果もベース

としながら、より多くの詳細なニーズ

把握に努め、地域日本語教育の総合的

な体制づくりに向けた取組を推進し

てまいります。 

Ｄ 

８ 

川崎市在住の外国籍の方の人数が

増加しているようだが、それに伴い日

本語能力に不安を感じる方も増加し

ているという数値的根拠の提示も必

要になるのではないか。 

本方針は「多文化共生社会」実現に

向けて、地域日本語教育について、本

市の実状に応じた取組を総合的かつ

効果的に推進するために、その基本的

な考え方や方向性を示すものとして

策定をするものです。 

市内における外国人住民人口は増

加しており、それに伴い日本語能力に

不安を感じる意識を持つ外国人市民

も増加していることが見込まれます

が、今回の実態調査は、本市の地域日

本語教育の現場における実態や課題・

ニーズ等を把握するため方針策定に

向けて実施したものでございます。 

今後、策定した方針に基づき、外国

人市民の日本語学習に関するニーズ

を把握し、日本語能力に不安を感じる

外国人市民に対して日本語教育の機

会の拡充を図ることができるよう取

組を進めてまいります。 

Ｄ 

 
 
 
 



 
 

（３）Ⅱ 施策の方向性と取組内容 １ 日本語教育の機会の拡充等 に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

（１）【施策の取組内容】①について 

「学習に必要な言語の習得」ではな

く「学習に必要な日本語の習得」とい

う記載の方がいいのではないか。 

おそらく「学習言語」を想定されて

いると思われるが、母語保障など日本

語以外の言語の習得支援とも読み取

れてしまう。 

「Ⅱ１（１）外国につながる幼児、

児童、生徒等に対する日本語教育」の

「施策の取組内容」における「学習に

必要な言語の習得支援及び学習支援」

については、御指摘のとおり日本語に

よる学習言語を想定しておりますが、

日本語以外の言語を含むように読み

取ることもできてしまうことから、い

ただいた御意見を踏まえ、「学習に必

要な日本語の習得支援及び学習支援」

に修正いたしました。 

Ａ 

２ 

実態調査の中に、「家族滞在」の子

どもたちの課題についての記載があ

った。彼らが大人になり就労し、自活

して暮らしていくためには、就労を可

能とする在留資格「定住者」や「特定

活動」等への変更が必要となるが、高

校を卒業して就職先を見つけるとい

う高いハードルがある。これを早い段

階から認識し、高校卒業までのルート

に乗せる必要があることから、早い段

階での情報提供、準備、必要な支援へ

つなぐことが必要である。 

在留資格に関する「家族滞在」の子

どもたちについては、実態調査からも

課題が見えてきており、「Ⅱ１（１）

外国につながる幼児、児童、生徒等に

対する日本語教育」における「現状と

課題」・「施策の取組内容」に記載のと

おり、キャリア形成に向けた支援の充

実を進めていくことが求められてお

り、外国につながる児童、生徒等の多

様なニーズに対応した相談・支援の場

の充実に努めていくことが重要であ

ると考えておりますので、今後、策定

した本方針に基づく地域日本語教育

の総合的な体制づくりに向けた取組

を推進してまいります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

３ 

外国につながる子どもの中には、日

本にいながらも言葉や文化の違いに

より、未就学や就学状況が確認できな

い状況に置かれているものも少なく

ない。言葉の壁などで、教員が保護者

とやりとりすることが難しいケース

も未だに散見される。外国につながり

のある子どもたちの教育的ニーズが

保障されるよう、教育体系の確立と教

育条件整備（母語支援員の配置やコミ

ュニケーションを支援するための通

訳派遣、全ての学校・関連機関に翻訳

機器配布）をさらに進めていただきた

い。 

御意見の内容は、本方針に沿った考

え方であり、外国につながる児童生徒

等に対して、生活に必要な日本語、学

習に必要な言語の習得支援及び学習

支援の充実を図るため、必要に応じて

日本語指導初期支援員を配置、また、

国際教室の教員や日本語指導巡回非

常勤講師による指導を行うなど、指導

体制の強化・拡充にも取り組んでまい

ります。また、希望する学校等への通

訳機の配置を行います。 

 

Ｂ 

４ 

留学生の就職に関して、地域企業の

見学会、インターンシップの実施、採

用説明会などを通じて、川崎市内の企

業をよく知っていただき、就職までつ

なげるとともに、日本文化体験、日本

人との交流会などの機会を提供して

いただきたい。 

留学生の就職については、「Ⅱ１ 

（２）外国人留学生等に対する日本語

教育」における「現状と課題」・「施策

の取組内容」に記載のとおり、地域社

会への定着を図るとともに社会参加

を促進するため就労に向けた施策の

充実が求められており、日本語学校と

の連携に努めることや就労に向けた

施策の充実を図ることが重要である

と考えておりますので、今後、策定し

た本方針に基づく地域日本語教育の

総合的な体制づくりに向けた取組を

推進してまいります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

５ 

外国人労働者を受け入れる企業は、

外国人労働者が貴重な戦力であり、自

分たちの仲間であることを認識し、外

国人労働者だけでなく、受け入れる側

の姿勢や態度、言葉遣いが変わらなけ

ればいけないということを認識する

必要がある。「やさしい日本語」がそ

の軸になると思うが、日本人側にも外

国人労働者に相対する時に使用する

「日本語」についての意識喚起が必要

であり、経営者層だけでなく、現場で

実際に業務を指導する方たちへの意

識喚起が必須である。 

企業における外国人労働者の受入

については、「Ⅱ１（３）外国人労働

者に対する日本語教育」における「現

状と課題」・「施策の取組内容」に記載

のとおり、雇用する企業等にとっても

円滑なコミュニケーションによるよ

り良い職場づくりや労災の減少に寄

与するものであり、企業との連携に向

けた取組を推進していく中で、外国人

を雇用する企業等向けの〈やさしい日

本語〉研修の実施などを通じた受け入

れる側の意識啓発も重要であると考

えておりますので、今後、策定した本

方針に基づく地域日本語教育の総合

的な体制づくりに向けた取組を推進

してまいります。 

Ｂ 

６ 

川崎市には外国人雇用・就労の課題

に取り組んでいる機関がすでにいく

つかある。川崎市産業振興財団の「外

国人材活躍応援フォーラム」、川崎商

工会議所のもとに士業で結成してい

る「外国人雇用支援研究会」、そして

神奈川県行政書士会や神奈川県社会

保険労務士会などがその一例。既にあ

る活動を利用して、よりよい事業にし

ていただければと思う。 

関係機関等との連携については、

「Ⅱ１（３）外国人労働者に対する日

本語教育」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

外国人労働者に対する日本語教育・習

得に向けて、企業・経済団体との連携

に努める必要があり、連携に向けた取

組を推進していくことが重要である

と考えておりますので、今後、推進体

制の整備に向けた連携・協力や策定し

た本方針に基づく地域日本語教育の

総合的な体制づくりに向けた取組を

推進してまいります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

７ 

2023 年 12 月１日より、入管庁は

「補完的保護対象者の認定制度」の運

用を開始した。難民条約上の難民以外

の者であって、難民の要件のうち迫害

を受けるおそれがある理由が人種、宗

教、国籍、特定の社会的集団の構成員

であること又は政治的意見であるこ

と以外の要件を満たすもの、例えば、

紛争避難民などを救済しようとする

仕組みであり、ウクライナ避難民、ア

フガニスタンやシリアからの避難民

がこれに該当するかと思う。この対象

者に対しても支援を行っていただき

たい。 

難民等については、「Ⅱ１（４）難

民等に対する日本語教育」における

「現状と課題」・「施策の取組内容」に

記載のとおり、人道配慮による在留特

別許可を付与された人や仮滞在許可

者、ウクライナ避難民等、難民条約に

おける難民として認定されていない

人たちにも支援が必要であり、日本で

の生活を送るための基礎的な日本語

が習得できるよう、日本語を学習する

場の提供や情報提供を行うことが重

要であると考えておりますので、今

後、策定した本方針に基づく地域日本

語教育の総合的な体制づくりに向け

た取組を推進してまいります。 

Ｂ 

８ 

ＩＣＴを活用した日本語教育は、学

習者の環境面などの問題があると思

うが、特に日中働いている人にとって

は、ＩＣＴを活用した方が時間の節約

になり、より学習しやすいという面も

あるので積極的に取り入れてもよい

のではないか。 

ＩＣＴを活用した日本語教育につ

いては、「Ⅱ１（５）地域における日

本語教育」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

より多くの外国人市民の多様なニー

ズに対応するため、ＩＣＴを活用した

学習機会の提供など様々な学習機会

の拡充を図ることが重要であると考

えておりますので、今後、策定した本

方針に基づく地域日本語教育の総合

的な体制づくりに向けた取組を推進

してまいります。 

Ｂ 

９ 

外国人労働者の子どもの就学に対

する支援体制をさらに進めるため、特

に日本語の習得が十分でない保護者

や子どもたちへの支援や夜間中学の

周知のためにポスター、チラシ、ホー

ムページ等を活用して、各関係機関に

引き続き広く情報発信に努めて欲し

い。 

子どもの就学支援については、「Ⅱ

１（１）外国につながる幼児、児童、

生徒等に対する日本語教育」の「施策

の取組内容」にも記載のとおり、就学

につながる取組を推進するとともに、

日本語学習の必要性について周知・啓

発に取り組むほか、日本語教育に関す

る情報の提供に向けて、策定した方針

に基づく取組を進めていく中での参

考とさせていただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

10 

学習上の困難を抱えている子ども

たちへの学習支援については、学校教

育だけではなく、地域の寺子屋やその

分教室を活用して様々な学習の機会

を拡充し、市全体でこれまでのような

前向きな取組を続けることを要望し

たい。 

地域の寺子屋事業については、全小

中学校への寺子屋の開講をめざして、

地域人材や地域資源の更なる活用を

図り、引き続き事業を推進していきま

す。 

なお、外国につながる子ども向けの

寺子屋については、これまでの取組の

検証やニーズ等の変化を踏まえなが

ら、外国につながる子どもに対する学

習支援を進めていく中での位置付け

を含めて検討してまいります。 

Ｃ 

11 

「外国につながる子どもの学習支

援」の視点が記述されている点が、他

の自治体の方針と比較して特徴的で

ある。課題の解決に向けては、学校だ

けではなく地域の支援が必要であり、

現状、地域で支援を行う団体組織が少

なく空白地域も多い。 
今後、学習支援の拡充ができるよう

具体的な施策が求められるとともに、

地域の学習支援の場では学校との情

報共有や連携が必要である。 

外国につながる子どもの学習支援

については、「Ⅱ１（１）外国につな

がる幼児、児童、生徒等に対する日本

語教育」の「施策の取組内容」に記載

のとおり、外国につながる児童、生徒

等に対して、生活に必要な日本語、学

習に必要な日本語の習得支援及び学

習支援の充実を図るため、学校、関係

機関・団体、地域等の多様な主体が連

携しながら進めていくことが求めら

れており、策定した方針に基づく取組

を進めていく中での参考とさせてい

ただきます。 

Ｃ 

12 

外国につながる幼児に対して、就学

につながる取組だけでなく、幼児期の

「言葉」を育てる取組についても検討

されるべきだと思う。 
保育園等に通園していても、家庭で

は母語と保育園等では日本語と、毎

日、言語の移動を繰り返していて、十

分に日本語が習得されてないケース

もみられる。就学につながっても、学

校での学習には困難がみられること

がある。 

外国につながる幼児に対しては、

「Ⅱ１（１）外国につながる幼児、児

童、生徒等に対する日本語教育」の「施

策の取組内容」に記載のとおり、就学

につながる取組を推進することとし

ておりますが、御意見いただいた就学

につなげていく前段階である幼児期

の「言葉」を育てる取組について、就

学につながる取組と関連するものと

して、策定した方針に基づく取組を進

めていく中で、検討する際の参考とさ

せていただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

13 

子どもに関しては、学校での現状の

対応に加えて、キャリア教育の中で日

本語力が十分に身に付かなかったと

しても、継続して取り組むことのメリ

ットを教示することは必要であり、在

留資格変更の道筋を日本語教育の中

で相談できる環境があれば、心配を軽

減することも可能である。 

外国につながる子どもたちについ

ては、実態調査からも課題が見えてき

ております。「Ⅱ１（１）外国につな

がる幼児、児童、生徒等に対する日本

語教育」における「現状と課題」・「施

策の取組内容」に記載のとおり、キャ

リア形成に向けた支援の充実を進め

ていくことが求められており、外国に

つながる児童、生徒等の日本語学習を

はじめとする多様なニーズに対応し

た相談・支援の場の充実に努めるとと

もに、世代間交流を促進するなど、方

針に基づく取組を進めていく際の参

考とさせていただきます。 

Ｃ 

14 

企業は、留学生等の選考に当たり、

Ｎ１、Ｎ２といった日本語能力試験合

格で判断することが多いと聞いてい

るが、現在の日本語学習状況だけで判

断せず、彼らの伸びしろや、外国人な

らではの彼らの持つ強み、そして在留

資格取得のための要件を満たしてい

るかに注目して採用するようにお願

いしたい。合同就職説明会に臨む前

に、このようなことを検討するよう、

インプットを行う機会があるとよい

と思う。 

企業による留学生等の選考や留学

生等の就労については、「Ⅱ１（２）

外国人留学生等に対する日本語教育」

における「現状と課題」・「施策の取組

内容」に記載のとおり、地域社会への

定着を図るとともに社会参加を促進

するため就労に向けた施策の充実が

求められており、企業との連携に向け

た取組を推進するための働き掛けな

ど、今後、方針に基づく取組を進めて

いく際の参考とさせていただきます。 

Ｃ 

15 

教えられる先生が足りないという

問題や日本語学校までが遠いため通

学が困難である子どもたちもいるが、

外国籍の小・中・高の子どもたちが放

課後に日本語学校の教室に集い、日本

語の授業を行えるとよい。留学生が同

国の小・中・高の子ともたちに日本語

を教えたり、進学のための勉強を手伝

ったり、また様々なことの相談役とし

てサポートできるのではないか。 

日本語学校については、実態調査に

おける連携協力体制の構築などの課

題が見えてきたほか、「Ⅱ１（２）外

国人留学生等に対する日本語教育」に

おける「施策の取組内容」に記載のと

おり、市内の日本語学校や大学等との

連携に努めていく中で、今回、御意見

いただいた外国につながる子どもた

ちとの日本語学校との連携につきま

しては、検討に向けた参考とさせてい

ただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

16 

実態調査では、60.6％の企業が、外

国籍従業員に対する日本語教育の取

組を行っていないと結果が出ている。

企業が重い腰を上げるために、行政は

ぜひ様々な施策を打っていただきた

いところである。 
静岡県浜松市における支援制度の

ように、外国人雇用そして労働者の日

本語学習支援を積極的に行う企業を

具体的に支援できる仕組みを川崎市

でも持てないかと思う。 

企業による外国人労働者に対する

日本語教育の取組については、実態調

査からも日本語教育の重要性に関す

る啓発の必要性などの課題が見えて

きています。「Ⅱ１（３）外国人労働

者に対する日本語教育」における「現

状と課題」・「施策の取組内容」に記載

のとおり、日本語の習得は外国人労働

者にとってだけでなく、雇用する企業

等にとっても円滑なコミュニケーシ

ョンによるより良い職場づくりや労

災の減少に寄与するものであり、外国

人労働者及びその家族に対し、生活に

必要な日本語学習に関する支援を企

業等がその責務として率先的に取組

を行うよう働き掛けるなど、他都市の

支援制度なども検討しながら企業と

の連携に向けて、今後、方針に基づく

取組を進めていく際の参考とさせて

いただきます。 

Ｃ 

17 

「家族滞在」の子どもたちについ

て、企業が彼らの存在を知らない。日

本で生活し、一定程度の日本語も話

せ、外国人ならではの強みを持つ彼ら

は「金の卵」であり、企業の理解促進

も必要である。外国籍の子どもたち、

親たち、教師等の教育関係者、企業へ

の意識喚起が必要である。 

在留資格に関する「家族滞在」の子

どもたちについては、実態調査からも

課題が見えてきておりますが、「Ⅱ１ 

（３）外国人労働者に対する日本語教

育」における「施策の取組内容」に記

載のとおり、企業・経済団体との連携

に向けた取組を推進する中で、日本で

生活し、一定程度の日本語も話せて外

国人ならではの強みを持っているこ

とについて情報を共有し、理解を促進

するなど、今後、方針に基づく取組を

進めていく際の参考とさせていただ

きます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

18 

日本語を習得する機会の拡充は大

切だが、学習者のニーズを把握し、さ

らに日本で生活する上での知識や経

験を補うための機会を設けることも

大切である。日本語を学習し、その学

習が役に立つという確信が持てるこ

と、そして、安心の中で集中して日本

語学習ができる環境や時間確保も必

要であり、日本語学習の意義を職場に

働き掛け、継続的に日本語学習ができ

るための支援（職場の制度等）があれ

ば最良である。 

日本語教育の機会の拡充等につい

ては、「Ⅱ１（３）外国人労働者に対

する日本語教育」における「施策の取

組内容」に記載のとおり、企業・経済

団体との連携に向けた取組や生活に

必要な日本語の習得を支援する取組

を推進するため、日本語を学べる場に

ついての情報提供をするなど、今後、

方針に基づく取組を進めていく際の

参考とさせていただきます。 

Ｃ 

19 

地域における日本語教育の多くは

市民活動団体が担っているかと思う。

しかしながら、この市民活動団体は財

政的基盤がぜい弱であるところが少

なくない。心だけに頼る事業は持続可

能性的に弱いため、資金的な支援に加

えて、組織運営/組織強化に関する支

援もあるとよいのではないか。 

地域日本語教育の市民活動団体に

ついては、「Ⅱ１（５）地域における

日本語教育」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

これまで市民グループなどによる地

域の日本語教室等においてもボラン

ティアにより実施されてきており、今

後は、こうした場において育まれてき

た理念を継承しながら、より多くの外

国人市民の多様なニーズに対応する

日本語学習の機会の拡充を図るとと

もに、各種研修の実施・スキルアップ

のための機会を提供するなどの支援

に向けて、方針に基づく取組を進めて

いく際の参考とさせていただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

20 

現在、市内には数多くの日本語教室

が運営されているが、講座を受講する

外国人の方々が、学んだ日本語を使う

実践学習の場が提供できないか。 
日本人も外国籍・外国ルーツの方も

話したくてしかたない「大好きなも

の」「大好きなこと」などをテーマに

した「おしゃべり会」のようなイメー

ジである。 
お互いが好きなことを一生懸命語

ることにより、いつの間にか「心の壁」

もなくなっていくかと思う。このよう

な外国人と日本人の「接点」となる場

を、新しくできる「かわさき多文化共

生プラザ」で実施していただきたい。 

学んだ日本語を使う実践学習の場

の提供については、「Ⅱ１（５）地域

における日本語教育」における「現状

と課題」・「施策の取組内容」に記載の

とおり、より多くの外国人市民の多様

なニーズに対応する日本語学習の機

会の提供に向けて、区ごとの特性に応

じた日本語を学べる場の充実に向け

た取組が必要であると考えておりま

すので、「かわさき多文化共生プラザ」

における「場」としての機能や役割に

おける検討も含め、方針に基づく取組

を進めていく際の参考とさせていた

だきます。 

Ｃ 

21 

オンライン授業の提供継続を希望

する。川崎市国際交流協会では今年度

２・３学期をオンラインで行ってお

り、中級レベル以上では学習者・支援

者双方にメリットが多いと感じてい

る。他教室のモデルケースとして更に

進化させていただきたい。 

オンライン授業については、「Ⅱ１ 

（５）地域における日本語教育」にお

ける「現状と課題」・「施策の取組内容」

に記載のとおり、より多くの外国人市

民の多様なニーズに対応する様々な

学習機会の拡充を図るため、ＩＣＴを

活用した学習機会の提供など方針に

基づく取組を進めていく中で、貴重な

御意見として参考とさせていただき

ます。 

Ｃ 

22 

各主体について、従来からの既存団

体だけでなく、若者グループの育成援

助、連携が必要とされている。外国人

労働者・多文化家族は、既に「２世」

の時代に入っており、彼らは日本の学

校教育を受け、高校、大学等を経て社

会人として活躍している人々も増え

ており、かつての自分と同じような後

輩を助けたい、支援したい志を持つ先

輩は、後輩の良きロールモデルであ

る。こうした若者グループを積極的に

支援し、協働の関係づくり、取組が求

められる。 

若者グループの育成援助、連携につ

いては、「Ⅱ１（５）地域における日

本語教育」における「施策の取組内容」

に記載のとおり、若者世代を含む日本

語を学んできた外国人市民や様々な

世代による地域参加を促進し、外国に

つながる若者世代の地域参加による

担い手・理念の継承に向けた取組を進

めていく際の参考とさせていただき

ます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

23 

外国人労働者が住居や就労場所か

ら通いやすい夜間中学や関連施設（寺

子屋）を増設するなどの取組を今後も

要望したい。 

現在、西中原中学校に中学校夜間学

級がございますので、様々な事情によ

り学習する機会のなかった方で学習

意欲の高い方に対して、義務教育を受

ける機会を確保してまいります。な

お、新たな夜間学級の開設予定はござ

いません。 

外国につながる子ども向けの寺子

屋については、これまでの取組の検証

やニーズ等の変化を踏まえながら、外

国につながる子どもに対する学習支

援を進めていく中での位置付けを含

めて検討してまいります。 

Ｄ 

24 

外国人市民およびその子どもに対

する日本語を考えるとき、生活のため

の日本語、学習するための日本語、そ

して更に学びの高い段階（中学、高校

入試等）に必要な日本語があるはずだ

が、これに対する内容が述べられてい

ないのではないか。この部分の追加

は、必要と考える。 

外国人市民及びその子どもに対す

る日本語については、「Ⅱ１（１）外

国につながる幼児、児童、生徒等に対

する日本語教育」の「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

キャリア形成に向けた支援の充実を

進めていくことが求められており、外

国につながる児童、生徒等に対して、

生活に必要な日本語、学習に必要な日

本語の習得支援及び学習支援の充実

を図るとともに多様なニーズに対応

した相談・支援の場の充実に努めてい

くこととしており、策定した方針に基

づき、地域日本語教育の総合的な体制

づくりに向けた取組を推進してまい

ります。 

Ｄ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

25 

子どもが学校でつまずいていると

ころ（学習面、生活面など）について、

学校と地域の支援場所で連携した支

援ができれば子どもにとって有益に

なると思う。外国につながる子どもの

寺子屋のような支援場所がない区域

への寺子屋開設も必要だと思う。 

外国につながる児童生徒等に対し

て、学校生活への適応支援や、生活に

必要な日本語、学習に必要な日本語の

習得支援及び学習支援の充実を図る

ため、必要に応じて日本語指導初期支

援員を配置、また、国際教室の教員や

日本語指導巡回非常勤講師による指

導を行うなど、指導体制の強化・拡充

にも取り組んでまいります。 

外国につながる子ども向けの寺子

屋については、これまでの取組の検証

やニーズ等の変化を踏まえながら、外

国につながる子どもに対する学習支

援を進めていく中での位置付けを含

めて検討してまいります。 

Ｄ 

26 

日本語学校では、日本語教師不足、

留学生の宿舎の不足という課題を抱

えている。留学生の宿舎の不足の対応

策として、留学生が入居できる低価格

のアパートやホームステイ先の紹介、

川崎市で留学生用の学生会館を建設

などが考えられる。 

日本語学校については、実態調査に

おける人材の不足や連携協力体制の

構築などの課題が見えてきたほか、

「Ⅱ１（２）外国人留学生等に対する

日本語教育」における「施策の取組内

容」に記載のとおり、市内の日本語学

校や大学等との連携に努めることや

連携体制の整備の中でも連携協力し

ていくことが重要であると考えてお

りますので、今後、策定した本方針に

基づき連携に向けた取組から進めて

まいりたいと存じます。 

Ｄ 

 

  



 
 

（４）Ⅱ 施策の方向性と取組内容 ２ 各主体との連携 に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

方針案中にある「市民館等で実施し

ている識字日本語学習活動と、企業や

日本語学校など各主体との連携・協力

に向けたコーディネートの実施」は、

より一層の多文化共生社会の実現が

期待できると思うので、実効性のある

方針となるよう頑張っていただきた

い。 

各主体との連携については、「Ⅱ２ 

各主体との連携」における「施策の取

組内容」に記載のとおり、外国人市民

ニーズの多様化が進んでいく中で、各

分野における更なる連携・協力を図る

ための取組を推進していくことが重

要であると考えておりますので、今

後、策定した本方針に基づく地域日本

語教育の総合的な体制づくりに向け

た取組を推進してまいります。 

Ｂ 

２ 

分野横断的な連携・協力の場に、「在

留資格」を通して支援を行う行政書

士、行政書士会も入れていただきた

い。特に、外国籍の子どもの就労と在

留資格の課題検討、解決について貢献

できると思う。 
日本語教育の場において、日本語教

師や学習支援者等が、日本語学習以外

の課題について、外国人の方々より相

談を受けると伺っている。気が付いた

人が、必要な支援に早くつなぐことが

大切であるので、在留資格の支援、そ

して支援のコーディネートができる

行政書士もこの連携・協力の場に入

り、必要に応じて支援を行いたい。 

各主体との連携については、「Ⅱ２ 

各主体との連携」における「現状と課

題」・「施策の取組内容」に記載のとお

り、外国人市民ニーズの多様化が進ん

でいく中で、各主体との分野横断的な

連携・協力を図るとともに、地域にお

ける日本語教育の裾野を広げていく

ことが必要であり、連携に向けた取組

を推進していくことが重要であると

考えておりますので、今後、推進体制

の整備に向けた連携・協力など取組を

進めてまいりたいと存じます。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

３ 

外国につながる子どもの学習支援

については、関係職員だけでなく、実

際に支援するボランティア同士の交

流をする機会を設けて欲しい。学習支

援の仕方など情報共有できればより

よい支援につながると思う。 

ボランティアの交流については、

「Ⅱ２ 各主体との連携」における「現

状と課題」・「施策の取組内容」に記載

のとおり、各主体との更なる連携・協

力を図り、地域における日本語教育の

裾野を広げていくことが必要であり、

各分野における更なる連携・協力を図

っていくため、既存の識字・日本語学

習の地域日本語連絡会におけるボラ

ンティアの交流を継続するとともに、

他分野においても、研修等の様々な機

会を捉えて交流が図られるよう関係

部署とも調整を行うなど、方針に基づ

く取組を進めていく際の参考とさせ

ていただきます。 

Ｃ 

 

（５）Ⅱ 施策の方向性と取組内容 ３ 地域社会との連携 に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

外国人が増加している現在、地域で

日本語を学ぶことはますます大事な

ことだと思う。日本語としてまずは会

話が重要であり、日本を理解し日本人

との交流ではないか。 
今までもいろいろと実行され成果

も上げているが、地域での幅広い気軽

に参加できる取組が進んで多文化共

生社会が実現していくことを期待す

る。 

地域社会への参加については、「Ⅱ

３ 各主体との連携」における「現状

と課題」・「施策の取組内容」に記載の

とおり、日本語能力を身に付けた外国

人市民が社会参加を進めるとともに、

その能力を活かして地域で活躍でき

る場や機会を創出していくことが求

められており、外国人市民が社会に参

加して共生していくために、相互理解

の促進を図ることが重要であると考

えておりますので、今後、策定した本

方針に基づく地域日本語教育の総合

的な体制づくりに向けた取組を推進

してまいります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

２ 

やさしい日本語の普及に当たって

は、全市民がその使い手となるべきで

あり、その意味で日本語学校等のやさ

しい日本語によって支援される人々

を対象に認知活用状況を調査するだ

けでなく、対象を全市民に広げて調査

を行い、その結果を重視すべきである

ように思う。 

〈やさしい日本語〉については、実

態調査における啓発・普及の課題が見

えてきたほか、「Ⅱ３ 地域社会との連

携」における「現状と課題」・「施策の

取組内容」に記載のとおり、日本人に

対して〈やさしい日本語〉の普及、活

用を進めていくことも重要であり、地

域社会における共通言語となる〈やさ

しい日本語〉の普及と活用を推進する

など、方針に基づく取組を進めていく

際の参考とさせていただきます。 

Ｃ 

３ 

やさしい日本語ガイドラインの作

成は、多文化共生社会の実現に向け、

大きな前進であるが、現状のものだと

記載内容が多く、市民が気軽に手にと

って参照できるものではないため、例

えば小学生などの子供向けに簡易版

ガイドラインやポスターを作成し、学

校で配布若しくは総合学習のカリキ

ュラムに組み込むなどして、普及啓発

に取り組むべきであると考える。 
また、近年 NPO 法人や企業で、や

さしい日本語の活用に取り組む団体

も多いため、活動内容や取組事例を紹

介するとともに、積極的な連携を図っ

ていただきたい。 

〈やさしい日本語〉については、実

態調査における啓発・普及の課題が見

えてきたほか、「Ⅱ３ 地域社会との連

携」における「現状と課題」・「施策の

取組内容」に記載のとおり、日本人に

対して〈やさしい日本語〉の普及、活

用を進めていくことも重要であり、地

域社会における共通言語となる〈やさ

しい日本語〉の普及と活用を推進する

中で、子ども向けの普及啓発や〈やさ

しい日本語〉の活用に取り組む企業・

団体などとの連携を検討する際の参

考とさせていただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

４ 

「外国人のキャリア形成」や「社会

参加」の話をしたり、「やさしい日本

語」を普及しようとしても、日本人市

民がその意義や目的を理解しないこ

とには、なかなか参加が得られないの

ではないか。 
これらを推し進めるに当たり、川崎

市がどのような社会になっていくの

か、多様性によって社会の活性化を図

るというビジョンを共有する必要が

あるかと思う。外国人と日本人の「接

点」となる場をもっと設けたいとこ

ろ。地域における日本語教育の場は、

特にこの機会にあふれているかと思

う。日本人をもっと巻き込むべきであ

る。 

地域社会への参加については、「Ⅱ

３ 各主体との連携」における「現状

と課題」・「施策の取組内容」に記載の

とおり、日本人に対して〈やさしい日

本語〉の普及、活用を進めていくこと

も重要であり、外国人市民が社会に参

加して共生していくために、相互理解

の促進を図ってまいります。御意見の

とおり、実態調査においても地域の日

本語教室では、学習者との対面でのコ

ミュニケーションや「居場所」として

の機能を大事にしている教室も多い

ことから、外国人市民と日本人市民の

相互理解を促す取組の実施に向けた

検討をする際の参考とさせていただ

きます。 

Ｃ 

 

（６）Ⅱ 施策の方向性と取組内容 ４ 日本語教育に関わる者の能力及び資質の向上等 

   に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

ボランティア研修の更なる充実を

お願いしたい。特に「生活 Can do」に

基づくカリキュラム作成・適切な教材

選びなど。 

ボランティア研修については、「Ⅱ

４ 日本語教育に関わる者の能力及び

資質の向上」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

常に変化する現状や課題、ニーズに目

を向けつつ、内容の充実を図ることが

必要です。また、実態調査における生

活 Can Doの活用状況なども踏まえな

がら、ボランティアの養成やブラッシ

ュアップのための機会の提供とその

充実に努めるとともに、方針に基づく

取組を進めていく際の参考とさせて

いただきます。 

Ｃ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

２ 

推進体制を支えるための予算の確

保は重大である。他の自治体と対比し

て、予算やコーディネーターの数等を

勘案し、日本語学習を支援するための

ボランティア育成教育制度を示すこ

とも必要だと考える。 

ボランティア育成については、「Ⅱ

４ 日本語教育に関わる者の能力及び

資質の向上」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

常に変化する現状や課題、ニーズに目

を向けつつ、内容の充実を図ることが

必要であり、ボランティアの養成やブ

ラッシュアップのための機会の提供

とその充実に努めるとともに、他の自

治体の推進体制も参考にしながら検

討する際の参考とさせていただきま

す。 

Ｃ 

 

（７）Ⅱ 施策の方向性と取組内容 ５ 日本語教育に関する情報の提供等 に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

母国語でない外国人市民の方々に

とって、行政等の支援情報を収集する

ことは大変な苦労があると思う。その

ため、市内の日本語教育に関する情報

を一元化して提供するとの案に賛成

する。 

日本語教育に関する情報提供につ

いては、「Ⅱ５ 日本語教育に関する情

報の提供等」における「現状と課題」・

「施策の取組内容」に記載のとおり、

日本語学習の継続的な学習につなげ

るため、学習者の要望・ニーズに配慮

した、よりきめ細かな情報提供・案内

が必要です。また、市内の日本語教育

に関する情報を一元化して提供する

ことが重要であると考えております

ので、今後、策定した本方針に基づく

地域日本語教育の総合的な体制づく

りに向けた取組を推進してまいりま

す。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

２ 

多文化共生、日本語教育に対する理

解を深めるためにも、「接点」をもっ

と増やす情報発信をお願いしたい。 

情報発信については、「Ⅱ５ 日本語

教育に関する情報の提供等」における

「現状と課題」・「施策の取組内容」に

記載のとおり、日本語教育に関する情

報提供に加えて、多文化共生への理解

を広く一般市民に対して広報・啓発し

ていくことが必要であり、多文化共生

への理解を深める取組を推進するこ

とが重要であると考えておりますの

で、今後、策定した本方針に基づく地

域日本語教育の総合的な体制づくり

に向けた取組を推進してまいります。 

Ｂ 

 

（８）Ⅱ 施策の方向性と取組内容 ６ 推進体制の整備 に関する御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

現場での取組を国に届けて、予算の

柔軟な使い方ができるようにしてい

ただきたい。 

国への要望や働き掛けについては、

「Ⅱ６ 推進体制の整備」における「施

策の取組内容」に記載のとおり、国と

の連携を図るとともに、適切な役割分

担を踏まえた地域日本語教育の取組

を推進するため、予算の柔軟な使い方

を含めた必要な要望や働き掛けをし

ていくことが重要であると考えてお

りますので、今後、策定した本方針に

基づく地域日本語教育の総合的な体

制づくりに向けた取組を推進してま

いります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

２ 

今後川崎市内の地域日本語教育で

は、各区の識字学級ごとに特性を持た

せ、全体が統括されるような形になる

かと思うが、そのためには各市民館の

識字学級の歴史や特徴などについて

十分理解し、全体を把握している方

に、コーディネーターのような形でぜ

ひ関わって欲しいと思う。国の法改正

を受けてすでにこれまで使用してい

た教科書を変更するなどの動き出し

ているところもあるので、コーディネ

ーターは早急に配置して欲しい。 

総括コーディネーター及び地域日

本語教育コーディネーターについて

は、「Ⅱ６ 推進体制の整備」における

「施策の取組内容」に記載のとおり、

地域日本語教育の総合的な体制づく

りに向けて配置することとしており、

市域内の各主体との連携・協力を図り

ながら、推進体制を整備していくこと

が重要であると考えておりますので、

今後、策定した本方針に基づく地域日

本語教育の総合的な体制づくりに向

けた取組を推進してまいります。 

Ｂ 

３ 

日本語学校に通えない人、通ってい

ない人などが学べたら地域にもプラ

スになる。 
生活できる日本語を学んでいただ

きたいが、どうしたら楽しく学べるの

か、経済的支援も状況に応じて支援す

ることができれば学ぶことに集中で

きるかと思う。日本を理解できる人が

一人でも多く川崎から出て欲しい。 
国や地方自治体との連携、民間の日

本語学校などとの協力など日本語を

学ぶことを含めた総合的支援の視点

から考えていただきたい。 

日本語を学ぶことを含めた総合的

な支援については、「Ⅱ６ 推進体制の

整備」における「施策の取組内容」に

記載のとおり、国との連携を図るとと

もに、総合調整会議の設置・運営し、

各主体との分野横断的な連携・協力を

図りながら、日本語を学ぶことを含め

た総合的支援の視点を踏まえること

も重要であると考えておりますので、

今後、策定した本方針に基づく地域日

本語教育の総合的な体制づくりに向

けた取組を推進してまいります。 

Ｂ 

４ 

川崎市地域日本語教育推進方針

（案）＜施策の方向性＞に向けて、ど

のような総合体制と各部局の担当と

連携体制が必要である。全体的な課題

は述べられているが、特に新規事業を

どのように実現していくかの道筋が

必要。地域日本語教育に先行的に取り

組んできた各団体のネットワークを

結びながら、各地の取組を推進する団

体、人材の登用が重要である。 

連携体制については、「Ⅱ６ 推進体

制の整備」における「施策の取組内容」

に記載のとおり、総合調整会議の設

置・運営し、各主体との分野横断的な

連携・協力を図りながら、推進体制を

整備していくことが重要であると考

えておりますので、今後、策定した本

方針に基づく地域日本語教育の総合

的な体制づくりに向けた取組を推進

してまいります。 

Ｂ 



 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

５ 

国が令和６年度より導入を検討し

ている「外国人総合支援コーディネー

ター」は、推進体制の中に入らないの

か。 

「外国人総合支援コーディネータ

ー」については、「Ⅱ６ 推進体制の整

備」における「施策の取組内容」に記

載のとおり、国の動向を注視し、情報

を収集するとともに、総合調整会議に

おいて各主体との分野横断的な連携・

協力など推進体制の整備に向けて、方

針に基づく取組を進めていく際の参

考とさせていただきます。 

Ｃ 

６ 

地域日本語教育に関係する機関、団

体等すべてを把握し総括的にコーデ

ィネートしながら、どこで何を担って

いくのかを整理して、公的機関、民間

団体等市内の協力体制を構築して進

めていかないと難しいと考える。 

協力体制の構築については、「Ⅱ６ 

推進体制の整備」における「施策の取

組内容」に記載のとおり、推進体制整

備の取組を進めていくのに当たり、総

合調整会議の設置・運営し、各主体と

の分野横断的な連携・協力を図りなが

ら、地域日本語教育の総合的な体制づ

くりに向けて、方針に基づく取組を進

めていく際の参考とさせていただき

ます。 

Ｃ 

７ 

地域日本語教育コーディネーター

の川崎市国際交流センター常駐を希

望する。 
川崎市国際交流協会の日本語講座

で、学習者の減少傾向（特にゼロレベ

ル・初級クラス）と新規ボランティア

の定着率が低いため、地域日本語教育

コーディネーターの指導で改善が図

られることを期待したい。 

地域日本語教育コーディネーター

については、「Ⅱ６ 推進体制の整備」

における「施策の取組内容」に記載の

とおり、地域日本語教育の総合的な体

制づくりに向けた取組を推進する中

で配置することとしており、総括コー

ディネーターの配置とともに本市の

実状に応じた日本語教育に関する施

策を総合的かつ効果的に推進するた

めの取組を進めてまいります。 

Ｄ 

 

  



 
 

（９）その他の御意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

「川崎市子どもの権利に関する条

例」や「差別をゆるさない人権尊重の

まちづくり条例」を核として川崎の目

指す多文化共生教育の取組を広め、今

後も人権尊重教育・多様性を認め合う

教育の更なる推進を図っていただき

たい。 

本方針策定と整合性を図りながら

時期を同じく改定をしている「川崎市

多文化共生社会推進指針」における

「Ⅱ ２ 多文化共生教育の推進」にお

示ししているとおり、日本人と外国人

を互いに認め合い尊重し合える多文

化共生教育を、外国人市民とともに推

進するなど、関係部署と連携しながら

「多文化共生社会」の実現に向けた取

組を引き続き推進してまいります。 

Ｅ 

 



 

 

市民意見等を踏まえた方針の修正事項 

 
パブリックコメント手続でのＡ区分のほか、「２ 現状と課題」（１）川崎市における外国人市民

の状況の時点修正や巻末の資料として「用語の解説」を追加するなどの整理を行いました。 
※下線は修正箇所 

 
本編 

頁番号 
修正内容〔修正後〕 〔修正前〕 

３・４ 

（１）川崎市における外国人市民の状況 
 ① 外国人住民人口及び外国人住民人口

比率の推移 
② 国籍・地域別外国人住民人口 
③ 区別・主な国籍・地域別外国人住民

人口 
④ 在留資格別人口  
※令和５年 12 月末日現在数値に更新 

（１）川崎市における外国人市民の状況 
 ① 外国人住民人口及び外国人住民人口

比率の推移 
② 国籍・地域別外国人住民人口 
③ 区別・主な国籍・地域別外国人住民

人口 
④ 在留資格別人口  
※ 令和５年６月末日現在 

３７ 
・ 

３９ 

１（１）外国につながる幼児、児童、生

徒等に対する日本語教育 
【施策の取組内容】 
① 外国につながる児童、生徒等に対し

て、生活に必要な日本語、学習に必要

な日本語の習得支援及び学習支援の充

実を図ります。 

１（１）外国につながる幼児、児童、生

徒等に対する日本語教育 
【施策の取組内容】 
① 外国につながる児童、生徒等に対し

て、生活に必要な日本語、学習に必要

な言語の習得支援及び学習支援の充実

を図ります。 
７６ 
～ 

７９ 

資料として「用語の解説」を追加 
５ 用語の解説（五十音順）  

 

 
※その他、実態調査結果における速報値から確定値への変更、アンケート調査結果（回収状況）で

の有効回収数欄を追加、用語・用字の修正など、所要の整備を行っています。 
 
 
 


